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圃
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a事
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軍
噛
置
一
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毎
局
-
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一
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韓
日
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弘

司
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遊
興
積
の
若
干
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・
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・
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法
撃
博
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日
本
の
家
族
制
度
三
民
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丈
串
噂
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韻

苑

勢
力
三
経
漕
・
・
・
・
・
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・
・
・
・
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2
十博士

徳
川
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内
山

γ一
葉
ぐ
い
内
世
祝
賀
ホ
・

MMmf中

米
の
卸
責
相
場
さ
小
責
相
場
ざ
の
関
係
・
経
済
皐
士

世
界
商
品
債
格
の
決
定
・
・
・
・
・

--M融
章
博
士

濁
逸
蓄
積
制
の
崩
壊
さ
財
政
調
整
法
・
-
経
由
宮
中
土

時
属
理
論
の
一
考
察
・
・
・
・
・
・
・
・
・
空
御
率
土

雑

録

元
鵡
時
代
時
農
武
士
の
家
計
・
・
・
・
・
空
車
博
土

統
計
拾
穂
抄
••• 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
法
宰
博
士

正
司
考
棋
の
事
責
反
封
論
・

-
-
s

・
・
・
絡
鴻
皐
土

附

川

錐

跡

新
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濁
逸
奮
税
制
の
崩
壊
さ
財
政
調
整
法

(
下
)

中

輿

助

之

-E
，ノ
r

第

H~ 
'~-...... '<. 

財
政
調
整
注
(
F
-
A

・0
)

一
z
v
f
ヅ
ペ
ペ
ガ

1
百円
N

げ
の
円
四
日
)
の
税
制
改
軍
戦
前
に
於
げ
る
間
接
税
主
義
の
崩
壊
し
穴
る
こ
ぎ
並
じ

分
据
金
制
度
め
郡
山
骨
の
大

η
ー
り
し
}
ど
は
即
じ
誠
べ
た
る
如
く
は
る
が
刊
句
よ
い
ら
山
市
川
剛
財
政
じ
三
人
リ
ピ
の
持
杭

的
弱
賠
は
間
後
濁
逸
が
戦
に
敗
れ
て
内
外
に
封
す
る

E
額
の
経
費
を
要
す
る
じ
至
っ
て
頴
著
に
な
り
、
帝
国
革
命

を
機
ざ
し
て
兎
も
角
数
十
年
間
帝
国
財
政
'
管
支
持
し
来
れ
る
分
権
金
制
度
を
麗
し
(
新
憲
法
参
照
)
且
つ
帝
国
さ
各

邦
市
町
村
聞
の
穂
源
配
分
間
係
を
根
本
的
に
建
直
す
に
至
っ
た
。
こ
の
財
政
上
の
大
改
革
は
戦
時
職
後
を
通
じ
て

著
し
く
盛
化
せ
る
常
固
さ
各
邦
さ
の
経
費
の
割
合
に
牧
入
を
吻
合
せ
し
め
ん
ざ
す
る
牧
入
政
策
上
の
必
要
に
よ
る

は
言
ふ
迄
も
な
い
が
又
他
面
、
経
樺
政
策
・
吐
曾
政
策
・
租
税
政
策
上
醤
・
来
の
税
制
を
統
一
し
改
輩
す
べ
き
必
要
に

遁
ら
れ
て
ゐ
た
こ
さ
も
見
遁
し
て
は
な
ら
ぬ
。
き
て
奮
来
の
税
制
の
根
本
改
革
は
先
づ
エ

Y
ツ
ペ

Y
グ
ー
に
よ
り

て
着
手
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
戦
争
は
格
燥
し
た
h
ノ
マ
」
躍
も
る
債
費
・
戦
時
犠
牲
者
へ
の
給
付
等
の
た
め
に

莫
大
な
る
経
費
を
要
す
る
所
か
ら
一
九
一
九
年
六
月
に
は
蕪
相
デ
y
y
プ
Y
ピ

(

巴

m
B
E『
問
)
に
よ
り
て
増
税
案

土
地
所
有
移
轄
税
・
相
績
積
・
煙
草
積
・
骨
牌
税
・
砂
糖
稔
・
貼
火
用
品
積
・
職
時
利
得
税
・
戦
時
財

が
提
出
せ
ら
れ
、

設

現E

九
七

濁
逸
奮
税
制
。
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
三
十
一
巻

第
五
時
珊

七
一
三

l

l

!

l

i

 

-
-
i
 



説

苑

弱
抽
埋
蓄
枕
制
白
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
=
一
十
一
巻

第
五
時
制

:iu 

^ 

七
一
四

産
税
を
引
上
げ
し
が
未
だ
以
て
足
ら
令
、
同
年
七
月
蔵
相
エ

y
y
ペ

y
j
N
l
は
第
二
択
の
増
粧
案
ざ
し
て
取
引
税

帝
闘
緊
急
犠
牲
税
等
を
引
上
げ
し
も
建
仁
又
不
足
を
つ
ぐ
る
に
至
っ
て
大
規
模
の
租
税
改
草
案
を
出
し
か
。
氏
の

税
制
改
革
に
閥
聯
し
て
公
布
せ
る
法
規
は
二
三
に
止
ら
均
一
か
、
(
註
一
)
一
九
二

O
年
の
州
税
法
予
言
号
車

2
2

唱
団
町
民
)
は
所
謝
「
財
政
調
整
法
」
の
礎
石
ご
な
れ
る
も
の
に
し
て
新
濁
逸
財
政
仁
芯
り
て
最
も
重
要
な
る
法
律
で

あ
る
。(

註
町
)
一
九
一
九
、
七
、
-
二
関
税
を
金
で
文
抑
ふ
に
就
て
の
法
律
。
一
九
一
丸
、
九
、
一

O
帝
闘
財
務
行
政
法
。
一
丸
一
丸
、
丸
、
一

O
、

一
九
一
九
年
肢
の
た
め
の
非
山
戦
時
桃
山
抗
。
一

h
-
九
、
九
一
、
一
コ
、
財
産
情
関
税
法
。
一
丸
プ
丸
、
九
、
一

O
、
冊
目
燈
用
品
品
川
に
骨
牌
統
治

一
九
一
九
、
九
、
二
一
煙
草

A

秘
法
。
一
九
一
九
、
一

o、
二
一
、
土
地
穫
得
税
法
。
一
丸
一
丸
.
二
、
一
三
、
骨
闘
公
明
耐
社
。
一
九
一
九
二
副
つ

三
四
、
取
引
税
法
c

一
九
一
九
、
一
二
、
=
二
、
帝
圃
緊
急
犠
牲
税
、
法
。
一
九
三
C
、
て
三
、
租
和
総
援
法
。
一
丸
一
一

o、
三
、
一
一
、
丸
所

得
税
法
、
一
九
二
C
、
三
、
一
一
九
、
資
本
政
金
税
法
、
一
九
二
O
、
三
、
=
一

o、
州
税
法
。

向
リ

ロ
財
政
調
整
法
さ
そ
の
綱
領
エ

Y
ツ
ペ

Y
ガ

1
は
議
舎
に
於
て
「
州
税
法
L
案
を
説
明
す
る
に
際
し
、
税
制

/
t
L
 

編
成
の
問
題
は
各
財
政
の
出
入
を
吻
合
せ
し
む
る

e

」
さ
、
課
耗
並
に
徴
税
技
術
の
改
普
及
び
圃
・
邦
・
市
町
村
じ
租

税
政
入
を
分
配
す
る
の
三
な
り

J

ど
し
て
先
づ
改
革
の
目
標
を
一
不
し
、
進
ん
で
戦
前
戦
後
に
於
て
帝
国
ご
各
邦
さ
の

財
政
需
要
の
鍾
遊
を
設
き
、
戦
前
ま
で
は
全
租
耽
牧
入
の
約
四

O
M刊
を
帝
闘
に
、
六

O
μ
を
地
方
園
瞳
が
占
め
て
ゐ

た
が
平
和
締
結
後
は
恐
ら
く
金
租
穂
取
れ
7

の
玉
分
の
一
に
も
及
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
ざ
い
ふ
基
礎
的
事
買
を

あ
げ
、
都
っ
て
「
闘
が
少
数
の
租
税
ど
所
有
し
て
ゐ
た
事
ご
此
少
数
の
租
粧
す
ら
園
が
濁
立
的
に
管
理
し
て
居
な

か
っ
た
こ
ど
は
奮
瞳
系
の
一
一
棋
酷
で
あ
り
」
、
又
、
課
税
の
問
題
じ
就
て
断
へ
守
固
さ
邦
f
」
が
論
宰
を
惹
起
し
ね
こ

ぎ
が
捕
逸
幽
家
の
統
一
に
於
り
る
重
大
な
る
障
害
で
あ
っ
た
こ
さ
を
指
菰
し
、

此
際
甲
』
れ
ら
の
問
題
を
解
決
せ
ん

川

t
ν
S滑
川
崎

小川博士 前指輪女職時職後に於ける濁~税制の費草を論ず参照
日.Mirbt.しru-ndrissdes -Sten廿 町htss. 32-3 
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に
は
従
来
の
如
く
徴
税
擢
の
分
裂
せ
る
を
取
除
き
て
課
税
権
ぞ
統
-
し
且
つ
直
接
投
を
固
に
委
譲
し
て
且
て
闘
の

租
税
的
基
礎
さ
確
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
貫
じ
新
憲
法
さ
税
制
の
統
一

F

】
ぞ
濁
逸
幽
民
を
輩
固
な
る
統
一
仁
締
括
る

『
括
孤
』
で
あ
る
さ
い
っ
た
。
か
く
て
こ
の
地
方
税
法
に
は
種
々
の
規
定
を
合
む
も
、
そ
の
骨
子
三
す
る
所
は
「
凡

て
の
租
税
は
園
の
利
盆
が
之
を
決
定
す
ぺ
し
」
ざ
い
ふ
根
本
原
則
の
下
に
中
央
・
地
方
各
圏
韓
の
租
税
限
界
ケ
明

に
し
且
つ
各
財
政
を
し
て
そ
の
必
要
ご
す
る
股
入
を
え
せ
し
め
ん
ざ
し
た
守
」
ご
に
あ
る
。

き
て
一
九
二

O
年
三
月
の
「
地
方
積
法
」
は
そ
の
後
一
九
二
三
年
六
月
に
改
正
せ
ら
れ
て
「
財
政
調
繋
法
」
ざ
な
り

更
に
一
九
二
四
年
二
月
の
「
第
三
租
税
緊
急
法
」

(Eω
斥
再
三
え
足
さ
己

-Ed)
の
第
五
章
に
よ
り
て
、
及
び
一
九

品
五
年
八
月
の
寸
閣
。
州
工

m河
村
相
互
の
課
利
権
に
就
て
の
法
神
」
色
町
田
町
門
N

志向:円四円

m
n
m
g
E汁目
的

2
M
M
G門

2
3

E
3阿
国
『
巾
円
}
】
門
巾
己

g
H
μ
2
n
-
f
門
]
巾
『
戸
山
口
込
町
『
=
=
ュ
己
目
「
の

2
出
合
同
己
巾
=
)
h

一
九
二
七
年
四
円
の
「
財
政
閉
山
掛
け
ほ
の
純
描
規

】
叶

E
E
N
E出
向
互
岳
山
間

2
2
N
2
)
等
に
よ
り
て
改
正
を
加
へ
ら
れ
て
ゐ

る
が
、
根
本
法
規
は
殆
ど
鍵
一
見
な
く
唯
租
税
収
入
の
配
分
に
関
す
る
部
分
が
動
揺
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
(
詑
〉
以

下
、
「
地
方
税
法
」
に
よ
っ
て
そ
の
綱
領
を
の
ぺ
る
。

定
法
」
(
の
2
2
N
Nミ

d
t
q間
切
『
内
向
円

7
3
m
巳

2

(
註
)
「
地
方
税
法
」
は
二
章
六
十
四
傑
よ
り
な
る
。
第
一
章
は
「
川
枕
と
市
町
村
枕
」
、
第
二
章
は
「
帝
圃
税
収
入
の
川
市
町
村
へ
白
問
分
」
で
夏
に

之
を
一
般
規
定
・
所
得
税
・
相
績
枕
・
土
地
獲
得
税
・
取
引
税
及
び
配
分
手
減
・
経
過
及
終
局
規
定
に
分
口
て
ゐ
る
。
一
九
二
三
年
の
「
財
政
調
整

法
』
も
殆
ど
そ
白
構
成
主
同
〈
し
配
分
就
に
新
に
車
税
・
競
馬
枕
を
加
へ
し
程
度
の
努
更
で
あ
り
、
一
九
二
六
年
の
財
政
調
整
法
の
吹
正
で
は
割

分
枕
白
中
、
相
績
枕
主
除
き
、
其
他
、
所
得
税
・
土
地
獲
得
税
・
車
税
の
問
分
に
錘
更
を
加
へ
問
分
手
績
に
も
若
干
白
改
正
を
し
て
ゐ
る
裡
度
で

根
本
原
則
を
掲
げ
て
ゐ
る
「
州
・
枕
・
市
町
村
税
」
白
傑
章
に
は
殆
E
鑑
真
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
。

抑
も
こ
の
「
地
方
税
法
」
は
後
に
「
財
政
調
整
法
」
さ
改
め
ら
れ
し
如
く
名
は
「
地
方
税
法
」
さ
蜂
も
買
は
園
・
州
・
市

設

手E

濁
逸
奮
税
制
白
崩
壊
と
財
政
調
融
市
一
法

第
三
十
一
審

第
五
時
職

九
;IL 

七

五

j
l
i
1
[
l
l一ド
1
1引
山
明
日

2
4ツ
刊

iybh
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い

A-1-品川一時撤

設

?s 

街
逸
奮
税
制
白
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
三
十
一
血
管

七
一
六

第
五
披

一0
0

町
村
等
所
謂
租
税
権
者
の
財
政
関
係
を
悉
く
規
定
せ
る
最
初
の
法
律
な
の
で
あ
る
。
同
誌
が
如
何
に
租
暗
躍
閥
係

を
規
定
せ
る
か
は
同
法
第
一
章
「
州
積
さ
市
町
村
暁
」
の
十
五
僚
に
之
ど
牧
む
。
左
に
最
も
重
要
な
る
も
の
を
掲
げ

や
'
フ
。

州
及
市
町
村
(
市
町
村
組
合
〉
ハ
帝
闘
憲
法
並
品

y
レ
品
基
イ
テ
公
布
セ
ラ
レ
タ
ル
帝
国
法
規
ユ
矛
盾
セ
ザ
ル
限
P
州
法
品
ヨ
リ
テ
新
説

ヲ
徴
取
シ
ウ
ル

帝
国
ノ
ダ
メ
ノ
粗
枕
要
求
ハ
他
一
一
帝
国
法
規
ノ
規
定
ア
ラ
ザ
ル
限
リ
帝
闘
税
ト
同
種
ノ
州
・
市
町
村
(
市
町
村
組
令
)
枕
ノ
徴
政
ヲ
担
斥

ス
ル

ム
川
崎
=
品
川
町
付
J
(

市
町
吋
組
合
〉
y
v
h
情
団
枕
川
約
九
九
附
加
桃
山
附
帝
国
以
州
m
J
許
制
ロ
ヨ
リ
フ
〆
ミ
衛
政
シ
弓
ル

第
一
-
一
僻
帝
国
ノ
税
収
入
ヲ
害
ス
ル
ガ
知
キ
川
・
市
町
村
稔
ハ
帝
園
財
政
ノ
優
越
セ
ル
別
盆
ト
矛
盾
ス
ル
場
合
ハ
之
ヲ
課
徴
ス
ペ
キ
-
一
非
ズ

第
四
傑
第
二
一
傑
ノ
規
定
昌
一
民
ス
ル
ガ
知
キ
州
及
市
町
村
(
市
町
村
組
合
)
ノ
租
税
規
定
ハ
須
ク
之
ヲ
膝
見
ル
カ
若
タ
ハ
帝
国
財
政
よ
ノ
別
金
ト
矛

盾
セ
ザ
ル
検
之
ヲ
同
盟
夏
Z
1
N
7
要
ス

第
五
係
市
町
村
(
市
町
村
組
合
)
ノ
新
シ
キ
税
法
ニ
晶
該
州
宵
掘
削
カ
ヲ
帝
国
大
蔵
大
臣
又
ハ
ソ
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
帝
国
守
牒
昌
之
ヲ
報
品
目
λ

4

夕
、
大
蔵
大
臣
叉
』
ソ
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
官
鹿
二
宥
シ
ツ
ノ
規
定
力
帝
岡
法
規
ト
一
致
セ
・
ス
若
ハ
帝
園
枕
収
入
ヲ
害
U

或
ハ
帝
国
財

政
ノ
優
越
的
利
金
ト
矛
盾
ス
ル
ガ
却
キ
揚
令
=
ρ
一
符
月
内
=
抗
議
ヲ
申
込
一
ミ
ウ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
傑
州
ρ
仲
土
地
財
産
州
経
業
ノ
組
税
ヲ
徴
取
シ
ウ
ル

川
コ
レ
ラ
ノ
租
税
ρ
債
格
・
牧
盆
・
及
ピ
土
地
・
替
業
ノ
牧
盆
能
力
著
ρ
筒
周
ヲ
標
準
ト
U

テ
賦
課
シ
ウ
ル

州
ρ
市
町
村
(
市
町
村
組
合
)
-
一
牧
盆
枕
ヲ
全
部
若
ハ
一
部
委
譲
U

ウ
ル

第
九
傑
取
盆
枕
ノ
構
成
-
一
ア
グ
リ
一
ア
ハ
所
得
税
ノ
知
ク
納
税
者
ノ
人
的
給
付
能
カ
ヲ
腐
慮
ス
ル
ガ
如
キ
課
税
方
法
ヲ
基
礎
ト
ス
ベ
キ
一
-
非
可

第
十
ニ
係
わ
市
町
村
ハ
ソ
ガ
厨
ス
ル
市
町
村
組
合
若
ハ
州
ガ
課
徴
セ
ザ
ル
限
F
事
築
税
ヲ
認
定
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
有
ス

第
十
四
傑
州
ハ
州
枕
市
町
村
枕
ノ
課
徴
品
関
ス
ル
規
定
ヲ
帝
国
公
課
法
ト
一
致
セ
U

ム
ル
榛
考
慮
ス
ベ
シ

第

憐

第

i際
以
上
の
規
定
に
擦
り
て
先
づ
注
意
す
ぺ
き
は
第
一
帝
固
寸
」
州
・
市
町
村
閣
の
租
税
権
の
限
界
を
定
め
だ
る
こ
さ

で
あ
る
。
卸
も
第
一
俸
に
於
て
州
税
課
徴
躍
の
範
園
を
一
般
的
に
規
定
し
第
二
僚
で
は
地
方
の
園
穂
附
加
殺
の
蹴



課
擢
を
第
八
僚
で
は
州
積
ご
し
て
の
地
租
管
業
積
を
指
定
し
第
十
二
慌
で
は
享
襲
積
の
配
分
ど
規
定
し
℃
ゐ
る
。

第
二
に
頴
著
な
る
こ
ご
は
帝
国
税
の
優
越
的
地
位
を
謡
っ
た
る
勤
、
換
言
す
れ
ば
強
大
な
る
中
央
の
課
税
構
を
認

め
た
る
ニ
さ
之
で
あ
る
。
帝
国
税
法
さ
矛
盾
す
る
が
加
、
さ
地
方
税
法
ご
詐
さ
ざ
る
第
一
俸
を
は
じ
め
、
帝
国
税
さ

同
.
種
の
地
方
税
を
担
戸
序
す
る
第
二
峰
、
帝
国
税
枚
入
本
位
ど
高
調
せ
る
第
三
僚
、
帝
国
財
政
の
利
害
さ
相
容
れ
ぎ

る
地
方
視
の
改
暦
争
要
求
す
る
第
四
僚
、
牧
盆
税
を
所
得
税
ざ
似
せ
て
構
成
す
ぺ
か
ら
ゴ
る
を
説
く
第
九
保
、
地

方
税
徴
牧
を
国
税
徴
牧
法
ご
一
致
せ
し
む
る
を
要
求
す
る
第
十
四
係
等
何
れ
も
中
央
集
権
的
税
制
の
表
現
な
ら
ざ

る
は
な
い
。
翻
っ
て
同
法
第
二
章
「
帝
圃
税
牧
入
の
州
市
町
村
へ
の
配
分
」
に
閲
す
る
健
規
を
み
や
う
。

第
二
章
の
規
定
も
第
一
章
ご
同
様
に
濁
逸
財
政
に
芯
り
て
の
最
も
大
な
る
膝
史
的
接
革
を
展
開
し
て
ゐ
る
。
即

ら
僻
統
的
じ
不
可
佼
ご
せ
ら
れ
穴
る
直
接
税
制
誠
じ
公
然
在
住
人
[
て
所
特
杭
ム
相
頼
税
。
士
制
獲
符
税
制
恥
引
税

を
帝
国
税
ご
な
し
之
が
牧
入
を
地
方
園
瞳
に
配
分
す
る
ニ
マ
」
ご
し
た

u

こ
の
所
謂
配
分
説

(
F
E
Z
E
A
5
5
)
或

は
譲
奥
粧
の
多
く
な
れ
る
こ
さ
即
ち
譲
奥
金
制
度
の
撰
充
せ
ら
れ
た
る
こ
ど
が
今
突
の
財
政
調
整
の
一
大
特
色
を

な
す
も
の
で
ゐ
る
。
配
分
粧
の
税
穏
さ
し
て
は
そ
の
後
相
模
桂
が
除
か
れ
車
枕
・
競
馬
柱
が
加
っ
て
居
り
そ
の
又

税
牧
入
の
配
分
率
(
回
巾

E
z
m
z
z
m
z
g
E戸
)
は
各
税
に
よ
り
て
異
h
又
同
一
の
耽
に
於
て
も
断
へ
や
動
揺
し
て
ゐ

る
か
ら
(
註
)
今
一
一
の
叙
遁
を
避
げ
る
が
、
悲
に
最
も
注
意
せ
ら
る
ぺ
き
は
所
謂
台
寸
巾
『

5
2
5宮
ぷ
え
巾
E

の
本

質
が
盤
化
せ
る
こ
さ
で
あ
る
。
一
万
来
ニ
の
制
度
の
起
れ
る
営
初
に
於
て
は
補
助
金
(
ロ
c
g
z
d
Z
2
)
の
性
質
を
有

っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
財
政
調
整
法
に
行
は
る
る

5
2
5
2
5
m
g
は
最
早
補
助
金
的
の
性
質
を
失
っ
て

】

W2-5円
]
回
目
宮
口
問
)
に
基
く
共
同
牧
入
の
分
配
形
式
で
ゐ
る
さ
い
ふ
様
に
襲

「
税
源
の
共
同
経
済
」
(
間
内
ヨ
町
一
口
E
B巾

説

苑

濁
塗
蓄
積
制
白
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
三
十
一
巻

第
五
披

O 

七
一
七

的
制
訓
紙
野
引
計
一
刻
一

W
M
H川
4
i
r
-
-
i
u
ハ
川
川
州
川
引
い
川
川

huJいい
h
川
刊
日
制
引

U747krLJ
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苑

濁
逸
奮
税
制
の
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
五
務

O 

第
三
十
一
巻

説

化
し
日
仏
0

従
っ
て
そ
の
牧
入
の
配
分
率
は
地
方
資
カ
の
如
何
ご
い
ふ
よ
h
も
「
場
所
的
祖
税
力
」

(
C
E
E
5
P
E
a

n
ユハ
p
p
)
或
は
税
牧
入
の
「
場
所
的
分
布
」

(
C『

[-rr
何
年
一
N

一2
5
m
)
に
臆
じ
て
R

公
平
を
期
ぜ
ん
ご
し
て
ゐ
る
。

尤
も
か
か
る
意
味
の
譲
奥
金
制
度
は
阪
に
一
九

C
六
年
の
柏
槙
聴
の
譲
輿
に
於
て
創
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
乙

抗
、
総
て
の
譲
輿
金
に
一
日
一
つ
て
の
性
質
の
種
革
は
財
政
調
整
法
に
至
っ
て
現
は
れ
わ
ん
の
で
あ
h
兎
に
角
今
や
こ
の

譲
奥
金
制
度
は
濁
逸
新
財
政
制
度
の
桜
心
を
な
し
て
ゐ
る
。

七
一
八

(
註
)
例
~
ば
所
得
税
曾
枇
稔
の
削
分
率
は
一
九
二
O
年
に
は
帝
同
一
ユ
一
一
つ
%
三
分
の
一
、
州
六
六

μ
=一
分
の
一
一
、
一
丸
二
三
年
に
は
帝
国
七
五
ガ
川

二
五
万
、
弟
一
ニ
租
税
緊
急
、
法
で
は
帝
凶
一
O
V
九
州
九
O
%
そ
の
後
一
九
九
一
一
五
・
ご
六
、
ニ
七
年
に
吹
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
何
れ
も
軒
定
的
の
規
定
で

あ
る
。
取
引
税
め
肌
分
車
は
一
九
二
心
匂
市
同
八
五
%
州
一
O
%
川
市
町
制
五
%
ー
一
九
一
一
一
口
町
九
叩
同
七
五
ゲ
ハ
州
可
桁
附
川
村
一
一
五
%
、
一
九
ご
六

年
に
は
帝
圃
七
五
V
N

州
三
O
%
と
な
っ
た
。

三
濁
逸
の
新
租
税
韓
系
之
を
明
に
す
る
た
め
に
譲
輿
耽
・
附
加
税
及
び
固
有
税
・
共
有
税
の
概
念
に
就
て
一

言
す
る
を
要
す
。
譲
輿
積
T
』
は
ぞ
の
税
牧
入
の
全
部
叉
は
一
部
を
他
の
閉
睦
に
譲
輿
す
る
も
の
、
附
加
税
さ
は
本

柱
の
税
率
に
附
加
し
て
課
せ
ら
る
、
副
夫
的
租
税
、
固
有
枕
さ
は
営
該
税
源
が
あ
る
閏
瞳
に
濁
占
せ
ら
れ
て
他
の

共
用
を
許
さ
ぬ
も
の
、
共
有
税
さ
は
ゐ
る
税
源
が
二
つ
以
上
の
閏
瞳
に
共
用
せ
ら
る
、
も
の
を
い
ふ
。
先
づ
い
配

分
税
の
健
系
を
み
る
に
、
帝
国
税
ぎ
し
て
の
所
得
税
・
舎
祉
税
・
取
引
税
・
土
地
獲
得
税
・
車
税
・
競
馬
税
は
譲
輿
税

で
あ
る
、
之
に
二
種
類
あ
る
o

租
税
牧
入
の
一
部
を
譲
奥
す
る
ち
の
(
所
得
税
・
合
枇
柱
・
取
税
)
さ
全
額
但
し
徴
税

費
は
控
除
し
て
を
譲
輿
す
る
も
の
(
土
地
獲
得
税
・
車
税
・
競
馬
税
)
さ
に
分
れ
る
。
前
者
を
混
合
的
譲
輿
税

R
E
T

-
山
門

]
H
Z
C
U
2
5
5
5
明日
σ
m与
口
)
後
者
を
純
粋
譲
輿
税

(
H
E
-
-
m
d寸
2
2
u
z
z
q与
問
与
町
)
ざ
い
ふ
。
混
合
的
譲
奥

て
は
枕
肱
入
の
配
分
は
固
さ
州
市
町
村
の
三
者
に
分
た
る
。
州
税
さ
し
て
は
地
租
・
家
屋
税
・
替
業
税
の
外
、
州
怯

~ap~_ ~nd Kappe: Finanzausgleich. 1927 S. 1:6----][7・
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に
よ
り
て
設
定
す
る
州
粧
を
譲
奥
穂
さ
な
し
う
る
。
市
町
村
積
に
し
て
上
級
図
瞳
に
そ
の
枚
入
を
配
分
す
る
の
規

定
は
な
い
。
乃
附
加
税
の
鰻
系
を
み
る
に
、
州
・
市
町
村
は
法
律
の
定
む
る
範
国
じ
於
て
帝
国
税
の
附
加
税
を
設

定
し
う
る
が
州
柱
に
罰
す
る
市
町
村
附
加
税
に
就
て
は
特
段
な
る
規
定
を
み
ぬ
。
姑
く
後
の
研
究
に
譲
る
。
一
般

に
配
分
桔
の
規
定
に
比
し
て
、
附
加
校
の
規
定
は
極
め
て
少
い
。
こ
れ
新
税
制
が
附
加
税
制
度
を
す
て
て
譲
奥
金

制
度
を
採
れ
ろ
営
然
の
結
果
で
あ
る
。
同
次
に
固
有
税
は
帝
国
税
じ
せ
よ
州
税
じ
せ
よ
之
に
附
加
税
を
附
設
せ
ら

る
、
場
合
ぞ
れ
は
最
早
共
有
税
の
範
障
に
入
る
こ
さ
ご
な
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
附
加
枕
を
附
せ
古
る
も
の
注
し

て
叙
遇
す
れ
ば
先
づ
帝
国
税
じ
は
、
資
本
牧
盆
税
・
財
産
税
・
財
産
増
加
税
・
相
捜
税
・
資
本
係
遇
税
・
取
引
所
説
・
保

検
除
。
手
形
除
。
運
搬
院
等
所
有
税
交
遇
税
閥
系
に
麗
す
る
も
の
、
外
、
閣
税
及
一
び
約
十
三
種
の
澗
殺
視
が
ゐ
4
0
0

州
国
有
税
さ
し
て
は
地
租
・
家
屋
札
・
砦
業
積
・
土
地
増
債
税
等
が
あ
る
が
之
を
譲
輿
税
に
す
れ
ば
最
早
共
有
税
で

あ
る
。
ぞ
の
他
帝
国
法
さ
抵
胸
せ
ざ
る
限
り
州
法
に
よ
り
て
州
税
を
設
定
し
う
る
は
財
政
調
整
法
の
既
に
規
定
す

る
所
で
あ
る
。
市
町
村
固
有
税
ざ
し
て
は
享
楽
耽
(
州
の
課
徴
せ
ゴ
る
場
合
)
の
外
、
ず

1
y
・
シ
ヤ
シ
ペ
ン
等
の

飲
料
税
を
設
定
し
う
る
。
川
共
有
視
さ
し
て
は
譲
興
投
・
附
加
穂
に
就
て
越
ぺ
た
る
所
ぞ
組
括
す
れ
ば
足
る
が
故

に
再
び
之
を
繰
返
さ
ぬ
。

今
試
み
に
困
・
州
・
支
町
村
の
租
税
盟
系
を
表
じ
示
せ
ば
突
の
却
し
(
ー
を
附
し
た
る
は
譲
奥
税
)

『
所
有
並
流
通
枕
|
刑
罰
・
創
刑
聞
・
賛
否
護
-
財
産
税
・
財
産
増
償
税
・
相
暗
闇
稔
・
副
引
制
・
調
閣
制
瑚
・
資
本
流
、
遇
税
・
取

税
一
引
所
税
・
判
柑
・
保
険
一
痴
・
剖
同
制
・
手
形
税
・
運
披
税
そ
の
他

一
関
枕
・
消
費
税

l
i関
税
・
煙
草
枕
・
砂
糖
税
・
ピ
T

ル
税
・
酒
精
事
費
・
酷
俄
枕
・
酒
税
・
=
一
鞭
酒
税
・
聡
税
・
燃
料
税
・
離
燈
用
品
枕
・

，
骨
牌
枕
・
統
計
手
数
料
・
甘
味
材
料
税

圃
設

1s 

濁
逸
奮
税
制
白
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
一
一
一
十
一
巻

七

九

第
瓦
披

O 

L
I
l
i
-
-
t
r
i
l
l
i
-
-
i
l
l
-
-

M
l
l

‘

ll 

l
l
1
1
!
l
l
!
l
l
l
l
l
i
l
l
-
!
t
T
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設

~ß 

濁
措
坦
奮
稔
制
の
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
三
十
一
巻

O 
四

七
二

O

第
五
拡

『
国
税
譲
典
枕
|
|
所
得
税
・
骨
目
祉
税
・
取
引
税
・
土
地
獲
得
枕
・
車
枕
・
競
馬
枕

枕
{
閲
宥
枕
|
|
地
租
・
家
屋
枕
・
瞥
業
税
A
V

白
他

戸
国
税
附
加
枕

l
i設
定
し
う
る

「
国
税
譲
輿
積
1
1
i所
得
税
・
曾
祉
税
・
取
引
税
・
土
地
獲
得
税

一
州
枕
渡
興
枕
|
|
州
法
に
よ
り
て
定
り

市
町
村
枕
~
園
枕
附
加
稔

州
稔
附
加
枕
(
?
)

')>1'1 

細
川
財
政
制
婚
は
の
問
旭
川
川
上
.
財
政
調
批
正
法
在
中
心
♂
し
て
描
ぺ
来
っ
た
ん
1
攻
の
縄
地
税
制
の
改
革
い
え

を
一
安
括
す
れ
ご
、
ポ

1
ピ
ッ
ツ
も
指
摘
す
る
如
く
重
要
な
る
特
色
は
三
つ
あ
る
。
帝
国
の
財
政
需
要
の
優
越
従
っ

て
又
帝
国
財
政
権
の
優
越
性
を
明
に
し
た
る
は
そ
の
一
、
各
地
方
の
行
政
税
制
を
全
国
的
に
統
一
せ
る
は
そ
の

二
.
大
な
る
税
源
は
之
を
凶
に
合
一
し
州
・
市
町
村
の
租
税
権
を
制
限
し
た
る
こ
ご
は
そ
の
三
で
あ
る
し
か
も
そ

の
三
貼
も
要
す
る
に
強
度
の
中
央
集
権
制
ざ
い
ふ
こ
さ
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
分
権
金
制
度
の
廃
止
・
直
接
税

領
域
へ
の
侵
入
、
更
に
は
帝
園
税
さ
同
種
の
地
方
枇
を
禁
止
し
た
る
こ
芝
、
税
務
行
政
の
統
一
等
何
れ
も
帝
国
本

位
の
制
度
な
ら
ぬ
は
な
い
。
久
し
く
聯
邦
的
性
質
に
踊
さ
れ
て
断
行
し
え
な
か
っ
た
財
政
税
制
の
統
一
事
業
を
敢

行
し
た
る
勇
気
さ
理
知
ご
は
推
稿
に
値
す
る
で
あ
ら
う
が
、
而
も
未
だ
以
て
捕
逸
の
財
政
調
整
問
題
は
解
決
せ
り

さ
な
し
難
い
。
何
故
か
っ
、
圃
家
本
位
の
改
草
に
念
な
り
し
た
め
地
方
税
源
を
魅
縮
し
て
地
方
財
政
上
の
調
整
を

失
は
し
め
し
ニ
さ
は
ぞ
の
一
、
租
税
立
法
行
政
上
の
張
度
な
る
統
一
は
複
雑
な
る
地
方
的
事
情
さ
相
容
れ

F
る
も

の
ゐ
る
こ
さ
そ
の
二
、
譲
奥
金
制
度
を
韻
充
し
た
ら
こ
さ
は
地
方
を
固
家
の
寄
宿
人
の
地
位
に
等
し
か
ら
し
む
る
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も
の
で
あ
り
自
治
活
動
を
閉
害
す
る
事
は
そ
の
三
、
議
輿
金
の
配
分
率
に
於
て
会
卒
至
営
な
る
規
準
を
う
る
事
は

難
く
勢
ひ
恋
意
に
流
れ
、
た
め
に
一
譲
奥
金
債
樺
者
聞
の
闘
宰
を
断
た
ぎ
る
こ
ぎ
等
之
で
あ
る
。
護
奥
金
制
度
は
今

次
の
改
革
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
譲
輿
金
制
度
選
ぶ
べ
き
か
附
加
税
制
度
採
る
ぺ
き
か
に
就
て
も
多
く
の

問
題
が
あ
る
。
濁
逸
財
政
制
度
の
前
塗
決
し
て
卒
坦
な
り
さ
な
し
難
い
で
あ
ら
う
。

最古

仁1

吾
人
は
猫
逸
帝
国
建
設
以
来
の
財
政
調
整
問
題
の
後
展
を
叙
述
し
て
戦
後
の
財
政
革
命
に
及
び
「
財
政
調
整
法
」

伝
中
心
ご
し
て
再
往
せ
ら
、
円
い
た
湖
逸
財
政
の
構
成
守
窺
っ
た
。
も
ど
よ
り
組

τの
問
題
を
詳
論
し
た
の
で
は
な
い

が
財
政
調
整
問
題
に
闘
す
る
限
h
重
要
な
る
問
題
に
一
遁
り
胸
れ
た
か
さ
思
ふ
。
さ
て
こ
の
叙
過
を
絡
る
に
官
hノ

特
に
吾
人
の
印
象
を
深
く
す
る
二
三
の
髄
そ
あ
げ
ん
に
第
一
は
濁
逸
の
財
政
立
法
並
に
行
政
に
於
り
る
中
央
集
権

的
色
彩
の
衣
第
に
濃
厚
さ
な
れ
る
こ
さ
で
ゐ
る
。
剖
ち
各
邦
の
有
せ
し
歴
史
的
権
限
は
女
第
に
帝
闘
の
震
に
局
限

せ
ら
れ
て
今
や
各
邦
は
高
度
の
中
央
統
制
に
服
す
る
に
至
り
て
各
邦
の
主
権
は
昔
日
さ
異
旬
、
人
を
し
て
聯
邦
副

家
の
本
質
を
失
っ
て
車
一
園
家
に
盤
也
し
に
非
る
か
を
疑
は
し
む
。
而
し
で
か
〈
の
却
き
中
央
統
制
も
戟
守
の
鷲

ら
せ
る
結
呆
で
あ
る
斗
さ
は
財
政
史
上
注
意
す
べ
き
事
で
あ
る
。
第
二
は
分
措
金
@
補
助
金
・
譲
奥
金
等
所
謂
依
頼

牧
入
に
仲
ふ
危
険
さ
弊
害
の
大
な
る
こ
さ
之
で
あ
る
。
即
ち
依
頼
牧
入
は
之
を
う
く
る
も
の
を
し
て
財
政
上
の
濁

立
さ
弾
力
性
三
を
失
は
し
め
、
之
を
給
付
す
、
へ
き
も
の
を
し
て
断
ヘ
ゴ
る
不
安
さ
動
揺
じ
導
(
O

調
逸
の
奮
分
権

金
制
度
は
こ
の
鮮
を
よ
く
散
ヘ
花
。
立
場
セ
吏
へ
て
新
し
き
譲
奥
金
制
度
に
も
亦
こ
の
弊
が
あ
ら
は
れ
つ
、
あ

設

苑

宿
逸
蓄
積
制
白
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
三
十
一
巻

七

第
五
披

O 
Ii. 



設

苑

濁
逸
奮
税
制
の
崩
壊
と
財
政
調
整
法

第
三
十
一
巻

ーヒ

第
五
放

一O
六

る
。
中
央
・
地
方
財
政
に
於
け
る
分
離
制
度
さ
交
錯
制
度
の
組
織
膿
系
は
一
国
財
政
制
度
の
重
要
な
る
問
題
で
あ

る
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
は
間
接
税
が
退
歩
し
て
直
接
税
の
一
展
開
せ
る
こ
芝
之
で
あ
る
。
間
接
税
は
理
論
上

に
は
給
付
能
力
に
遮
せ
ざ
る
の
快
貼
が
あ
り
且
っ
そ
の
牧
入
は
卒
時
に
於
て
は
可
な
り
大
な
る
割
合
を
占
め
え
た

る
も
一
朝
有
事
の
際
に
は
到
底

E
大
な
る
経
費
を
支
排
す
る
能
は
守
、
こ
れ
に
間
接
税
は
下
層
階
級
の
負
権
な
り

之
の
一
吐
舎
的
思
想
の
支
配
す
る
現
代
に
於
て
到
底
大
な
る
期
待
を
か
け
る
を
え
な
い
。
か
の
直
接
税
も
勿
論
そ
の

牧
一
人
に
限
度
あ
れ
ど
も
永
〈
且
つ
大
な
る
負
控
に
耐
へ
う
る
貼
に
於
て
は
間
接
税
の
比
で
な
く

R
つ
又
新
時
代
の

枇
曾
的
要
求
さ
も
相
合
す
る
。
輔
埠
が
戦
後
間
接
税
主
義
を
す
で
、
、
必
然
ぜ
直
接
税
鴨
系
を
整
へ
犯
の
は
営
然
で

あ
る
。
エ
戸
ツ
ベ

F
Jガ
ー
が
か
の
地
方
税
法
案
の
説
明
に
於
て
所
有
権
の
耐
舎
前
悲
磁
を
画
制
L
「
所
有
は

E
I

総
馳
胞
の
利
益
に
な
る
様
に
行
は
る
」
ぺ
く
「
私
有
財
産
は
正
常
の
根
撲
を
有
し
て
ゐ
る
が
吐
曾
的
利
害
に
依
っ
て
限

界
を
見
出
す
」
を
忘
る
ぺ
か
ら
や
、
「
人
民
全
障
の
利
益
が
個
人
の
利
盆
に
先
立
つ
」
、
ぞ
こ
に
現
代
の
枇
舎
化
運

動
の
最
も
深
き
精
神
が
あ
り
、
ぞ
れ
こ
そ
税
制
改
革
の
基
調
さ
な
ら
ね
ば
な
ら
ね
三
い
っ
た
こ
三
は
注
意
せ
ら
る

ぺ
注
-
言
葉
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
、
将
来
に
於
げ
る
所
得
・
財
産
の
重
課
は
濁
逸
に
於
て
も
兎
れ
難
き
傾
向
で
あ
ら
う
。

之
を
六
十
年
前
ピ
ス
マ

1
ク
が
間
接
税
主
義
ぞ
提
げ
て
帝
国
財
政
を
建
設
し
た
る
営
時
に
比
す
れ
ば
枇
舎
事
象
の

大
な
る
推
移
に
驚
か
ぎ
る
を
え
向
。
知
ら
や
今
後
六
十
年
に
し
て
猫
逸
財
政
が
何
蕗
へ
往
く
か
を
。
(
五
・
八
・
五
)


